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 （趣旨） 

第１条 北空知衛生センター組合の運営のために行う深川市の規程等の準用については、他

に特別の定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。 

（準用規定） 

第２条 準用する深川市の規程等は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 深川市文書管理規程（平成８年深川市訓令４５号） 

（２） 深川市公用文に関する規程（平成１０年深川市訓令第３号） 

（３） 深川市情報公開事務取扱要綱（平成１０年深川市訓令第９号） 

（４） 深川市個人情報保護事務取扱要綱（令和５年深川市訓令第１３号） 

（５） 深川市個人情報保護安全管理規程（令和５年深川市訓令第１５号） 

（６） 深川市個人情報の目的外利用等に係る事務取扱要綱（令和５年深川市訓令第４７号） 

（７） 深川市情報公開・個人情報保護審査会運営要領（平成１０年深川市訓令第４号） 

（８） 深川会計課長事務専決規程（平成５年深川市訓令第１３号。課長専決事項について

は、会計管理者の権限に属する事務に限る。） 

２ 前項の規定により深川市の規程等を準用する場合において、同項各号に掲げる深川市の規

程等のそれぞれの規定中「深川市」とあるのは「北空知衛生センター組合」と、「市長」とあ

るのは「組合長」と、「本市」とあるのは「当組合」と、「企画総務部総務課」及び「企画総

務部秘書課」とあるのは「事務局」とそれぞれ読み替えるものとする。 

３ 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、組合長が別に定める。 

    （令 7 組合訓令 8・全部改正） 

   附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 
附 則（平成３１年３月１１日組合訓令第４号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 
  附 則（令和７年３月２４日組合訓令第８号） 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 


